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令和３年度予算額（案） 2.1億円
（新規）

国公私立の高等学校対象
校種

１５箇所 １,３００万円/箇所 ３年
箇所数
単価
期間

学校設置者、地方公共団体、民間企業、経済
団体、協同組合等委託先

カリキュラム開発等に必要な経費
（人件費、設備備品費、実習費等）

委託
対象経費

マイスター・ハイスクール（次世代地域産業人材育成刷新事業）

背景
・
課題

■ 第４次産業革命の進展、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）、六次産業化等、産業構造・仕事の内容は急速かつ絶えず革新。
■ 更に新型コロナウイルス感染症の感染拡大の中、DX,IoTの進展の加速度がさらに高まり、こうした革新の流れは一層急激に。
■ こうした中、 地域産業の人材育成の核となる専門高校の社会的要請として、産業構造・仕事の内容の絶え間ない変化に即応・同期化

した職業人育成が求められる。
→アフターコロナ社会で成長産業化を図る産業界が期待する専門高校の職業人育成システムを抜本的に改革

<連携パターン（例)>

【主な取組】
○ 産業界他関係者一体となったカリキュラム刷新・実践（コース、学科改編等）
○ マイスターハイスクールＣＥＯ（仮称）を企業等から指定し学校の管理職として

マネジメント
○ 企業技術者を教員として採用（マイスターハイスクール版クロスアポイントメント）
○ 企業等での授業・実習を多数実施、企業等の施設・設備の共同利用
○ 専攻科設置や高専化、大学連携等の一貫教育課程導入等の抜本的な改革

事業内容：成長産業化に向けた革新を図る産業界と専門高校が一体・同期化し、第4次産業革命・地域の持続的な成長を
牽引するための、絶えず革新し続ける最先端の職業人育成システムの構築

事業の成果等を通じて、第4次産業革命を牽引する地域産業人材育成エコシステムのモデルを示すことにより、各地域が取組む際の各種コスト
低減を図ることが可能となり、全国各地で地域特性を踏まえた取組を加速化させ、次世代地域産業人材育成の全国的な社会最適を目指す

産業界と一体となった専門高校の職業人材育成の抜本的改革

未来志向の産業界が中核となり、地元自治体等とともに、地域における人材育成と成長産業化のエコシステムの確立

専門高校

第4次産業革命を担う職業人育成

産業界

マイスター・
ハイスクール
ＣＥＯ

マイスター・
ハイスクール
ＣＥＯ
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１．背景・趣旨

職業系の専門高校は、我が国の産業振興を担う高校段階での職業人を育成し、これまで我が国の高度成長・工業化に大きく貢

献してきた。

その一方、高等学校教育の事実上の全入時代、高等教育進学の多様化といった、社会の構造変化に伴い、専門高校における進

路も多様になってきている中、個別の専門高校では特色・魅力ある取組も見られる半面、社会的ミッションである我が国の産業

振興に資する人材育成というマクロ政策の観点からはその役割が不明瞭になっており、産業政策・地方創生に向けて産業人材育

成機関としての専門高校の在り方を抜本的に充実すべきという指摘も見られる。

人口減少の一層の進展、農業の「６次産業化」という言葉に表れるような従来の産業分類を超えた産業動態のボーダレス化の

加速化等を踏まえると、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）・成長産業化を進めることのできる人材育成を担う専門高

校の抜本改革は、我が国全体、全国各地の持続可能成長にとって喫緊の課題であり、とりわけコロナ禍の中、世界全体が第４次

産業革命に向けたＩoＴ等のＤＸを進めていく上で、産業政策と高校教育の結節点である専門高校において、持続可能な産業成

長・企業変革力の基盤となる人材供給を担う革新の緊急性は高まる一方である。

中央教育審議会においても、こうした背景を踏まえ、待ったなしの課題として、専門高校を含め高等学校の在り方を議論して

いるところであり、文部科学省としても、教育課程の開発・実施・改革に至るまで、企業・産業界と教育界が一体化し、成長産

業化を図る企業の変動的取組と高校の地域職業人育成改革の同期化に向け、７０年の職業系専門高校の歴史上、前例のない、産

業界と一体となった職業系の専門高校教育課程・体制を一気呵成に進め、企業のダイナミックケイパビリティの確保・成長産業

化を図るとともに、その人材育成機能を持続可能化する令和時代の人材育成システムを新たに構築していくものである。

本事業はこうした考え方の下、地域の職業人育成を担う専門高校における教育改革と成長産業化に向けた企業改革を同期化し

て進めていくという国家的な社会要請に基づき、国としてモデル事業を行うことで、全国展開に向けた各種コスト低減を図り、

各地域での成功事例の創出を目指すものである。
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高校卒業新卒社員など若年層に対するニーズが高い一方で、立地地域に求めている人材がいないといった見解が多くあがって
いる。

令和２年10月26日 第2回これからの高等学校教育のあり方研究会（日本商工会議所資料）

（参考）職業人材育成に係る産業界の声

こうした需給ギャップを解決すべく、地域の産官学金等が主体的に一体・協働し、地域の将来像・産業ビジョンを踏まえ、絶えず変革する
カリキュラムを進める令和版職業系専門高校という地域産業人材育成システムの構築、ひいては成長産業化、持続可能な地方創生

マイスターハイスクールのミッション
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① 管理機関は、本事業の運営に関する意思決定、評価等を行う「マイスター・ハイスクール運営委員会」を

設置すること。

② マイスター・ハイスクール運営委員会は、地方公共団体（市区町村、都道府県）が掲げる地域産業の未

来像（「まち・ひと・しごと創生総合戦略」等に位置付けられている各地域の産業に関する数値目標等）を

実現するため、５年後１０年後を見据えた高校段階で育成すべき人材像の検討を行い、それに資する人

材を育成するための実施計画としての「マイスター・ハイスクールビジョン」を策定するとともに、「マイス

ター・ハイスクールビジョン」の検証・改善、進捗管理をすること。また、マイスター・ハイスクール事業推

進委員会及び指定校の取組に対し、検証・評価及び指導・助言を行うこと。

③ マイスター・ハイスクール運営委員会は、本事業実施の統括者の役割を果たすマイスター・ハイスクー

ルＣＥＯを、産業界等（地方公共団体（主に基礎自治体である市区町村を想定）、地方銀行等の金融機

関、企業、商工会議所等の経済団体、農業協同組合及び漁業協同組合等の協同組合）等の現役役職

者（部長級相当職等を想定）から選任し、マイスター・ハイスクール事業推進委員会の委員長とするとと

もに、学校設置者は、マイスター・ハイスクールＣＥＯを指定校に管理職等として配置すること。（詳細に

ついては、「（７）①マイスター・ハイスクールCEO」を参照）

２．申請要件（1/3）
マイスター・ハイスクール事業の実施にあたっては、①～⑨について取り組むこと。
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④ マイスター・ハイスクール運営委員会は、産業界の最先端の技術・知識等を指定校において指導する産

業実務家教員になる人材を産業界等の人材から選任するとともに、学校設置者は、産業実務家教員に

特別免許状を付与し、指定校に常勤の教諭等としてとして配置すること。指定校においては、実験・実習

を中心に年間を通して産業実務家教員による担当授業を設定すること。（詳細については、「（７）②産業

実務家教員」を参照）

⑤ 管理機関は、マイスター・ハイスクール運営委員会の決定事項に基づき、本事業を実行するマイスター・

ハイスクール事業推進委員会をマイスター・ハイスクール運営委員会の下に設置すること。

⑥ マイスター・ハイスクール事業推進委員会は、「マイスター・ハイスクールビジョン」に基づき、育成すべ

き人材像の育成に必要な学科や年限の改編も含めた教育課程の刷新の方向性を検討、決定。（指定校

の教育課程における研究開発に当たっては、必要に応じて、学校設定教科・科目の設定、教育課程の

特例を活用した取組等を行うこと。）

２．申請要件（2/3）
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⑦ 指定校においては、産業界等において、産業界等の施設・設備を活用し、体系的な授業・実習を一

定程度実施すること。その際、管理機関（学校設置者、産業界、地方公共団体（市区町村・都道府

県））は、指定校が産業界等の施設内で授業・実習を行えること及び産業界等の施設・設備を共同

利用できることについて、「マイスター・ハイスクールビジョン」の中に含めておくこと。

⑧ 管理機関は、文部科学省による委託期間終了後においても本事業における取組を継続的に取り

組むこと。

⑨ 管理機関は、絶えず進化する最先端の職業人材育成システムの構築及びそれに資する教育課程

等に関する研究開発の成果普及を実施するために、指定校と連携しながら、随時管理機関や学校

のWebページ等で成果を発信するとともに、研究成果報告会を行うこと。

２．申請要件（3/3）
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すべての意思決定・統括
地方公共団体（市区町村、都道府県）が掲げる地
域産業の未来像の実現するため、５年後１０年後
を見据えた、高等学校で育成すべき人材像の検討
を行い、それに資する人材を育成するための実施
計画としての「マイスター・ハイスクールビジョン」を
策定
数値目標・指標の設定
事業推進機関を評価（監査）する
マイスター・ハイスクールＣＥＯ（産、官、金融等）、
産業実務家教員の選任 等

３．事業内容

▢ 事業全体の構図イメージ
文部科学省

共同申請

マイスター・ハイスクール
運営委員会

マイスター・ハイスクール
事業推進委員会

申
請
者

(

管
理
機
関)

意
思
決
定
機
関

事
業
推
進
機
関

事
業
推
進
機
関

想定されるメンバー構成役割

「マイスター・ハイスクールビジョン」に基づ
き、育成すべき人材像の育成に必要な学
科や年限の改変も含めた教育課程の刷
新の方向性を検討、決定
高等教育機関（大学、高専、専門学校）、
金融機関、産業界との連携 等

○○県立工業高校校長

△△市長

株式会社□□取締役社長

○○県教育委員会教育長

○○商工会議所会頭

○○銀行頭取

産業政策、地方創生、学校地域連携等
に専門的知識を有する者 等

マイスター・ハイスクールCEO
○○県立工業高校校長
△△市 商工労働部長
◇◇株式会社部長
○○県教育委員会部課長
○○商工会議所部長
○○銀行地方創生担当部長
指定校内の本事業推進に係る分掌組織の代
表（長、産業実務家教員） 等

申請 委託

事業実施

申請は、共同申請を前提とします。
本事業を共同で実施する学校設置者（国立の高等学校等を設置する国立
大学法人、公立の高等学校等を所管する教育委員会、私立の高等学校
等を設置する学校法人）、産業界（企業、商工会議所等の経済団体、農
業協同組合及び漁業協同組合等の協同組合、地方銀行等の金融機関）
、地方公共団体（市区町村・都道府県）等を、「管理機関」と称することとす
る。
マイスター・ハイスクール運営員会は、地方公共団体が掲げる地域産業の
未来像（例えば「まち・ひと・しごと創生総合戦略」等）を実現するため、専門
高校（教育委員会等）と産業界が、地方公共団体を含め、高校段階での５
年後１０年後を見据えた、人材育成の在り方を検討
マイスター・ハイスクール事業推進委員会は、「マイスター・ハイスクールビ
ジョン」に基づき、育成すべき人材像の育成に必要な学科や年限の改変も
含めた教育課程の刷新の方向性を検討、決定

産業界
( )
地方公共団体
(市区町村、都道府県)( )

専門高校
(学校設置者)
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３．事業内容

▢ 事業スケジュール（例）

１年目１年目

２年目２年目

３年目３年目

管理機関 意思決定機関 事業推進機関

委託契約締結（管理機関の内、代表
となる者）
事業の進捗管理・必要な支援
１年目、ＣＥＯ及び産業実務家教員
は非常勤職員として任用
翌年度の人事管理面の準備（ＣＥＯ
及び産業実務家教員の人事上の手続
き等）
実施報告 等

マイスター・ハイスクールＣＥＯと産業
実務家教員を選任
地方公共団体（市区町村、都道府県）が
掲げる地域産業の未来像の実現するため
、５年後１０年後を見据えた、高等学校
で育成すべき人材像の検討を行い、それ
に資する人材を育成するための実施計画
としての「マイスター・ハイスクールビ
ジョン」を策定

マイスター・ハイスクールCEOを中心に
「マイスター・ハイスクールビジョン」
に基づき、育成すべき人材像の育成に必
要な学科や年限の改変も含めた教育課程
の刷新の方向性を検討、決定
翌年度新入生の教育課程の検討・刷新・
編成

委託契約締結（管理機関の内、代表
となる者）
事業の進捗管理・必要な支援
翌年度の人事管理面の準備（ＣＥＯ
及び産業実務家教員の人事上の手続
き等）
２年目以降、ＣＥＯは副校長・教頭
等として、産業実務家教員は産業実
務家教員は常勤として配置すること
を想定
実施報告 等

マイスター・ハイスクールCEOを中心に
「マイスター・ハイスクールビジョン」
に基づき、育成すべき人材像の育成に必
要な学科や年限の改変も含めた教育課程
の刷新の方向性を検討、決定
1年生向けの新教育課程実施
翌年度新入生の教育課程の検討・刷新・
編成
学科改革等（３年課程の延長等を含む）
を協議・検討

「マイスター・ハイスクールビジョン」の
評価検証・改善、進捗管理

マイスター・ハイスクールCEOを中心に
「マイスター・ハイスクールビジョン」
に基づき、育成すべき人材像の育成に必
要な学科や年限の改変も含めた教育課程
の刷新の方向性を検討、決定
1年生向けの新教育課程実施（最速で学
科再編改革等スタート）
翌年度新入生の教育課程の検討・刷新・編
成
学科改革等（３年課程の延長等を含む）
を協議・検討

「マイスター・ハイスクールビジョン」の
評価検証・改善、進捗管理

委託契約締結（管理機関の内、代表
となる者）
事業の進捗管理・必要な支援
翌年度の人事管理面の準備（ＣＥＯ
及び産業実務家教員の人事上の手続
き等）
実施報告 等

（学校設置者・産業界・地方
公共団体）

（マイスター・ハイスクール
運営委員会）

（マイスター・ハイスクール
事業推進委員会）
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１．想定される人物について
産業界等（地方公共団体（主に基礎自治体である市区町村を想定）、地方銀行等の金融機関、企業、商
工会議所等の経済団体、農業協同組合及び漁業協同組合等の協同組合）の現役役職者（部長級相当
職等を想定）の出向を想定。

２．役割について
マイスター・ハイスクール事業推進委員会の委員長となり、 「マイスター・ハイスクールビジョン」実行の中
心人物として、職業人材育成システムを構築し、指定校における取組の実行を統括する役割を担う。
指定校における取組の実行の統括者として、学科や年限の改変も含めた教育課程の刷新の方向性を検
討、決定し、高等教育機関（大学、高専、専門学校）、金融機関、産業界との連携等を行う。

３．身分等について
常勤職員として、校長、副校長、教頭として配置することを想定しているが、初年度から常勤職員として
配置が困難な場合は、非常勤職員として任用することも可能とするが、その場合でも出来る限り、早期に
管理職とすることが望ましい。
→非常勤職員として配置している間も、事業の統括者としての役割を果たせるよう校内でもその立場を確
立させること。

※マイスター・ハイスクールCEOの配置計画については、審査の際の重要な基準として設定する予定。

４．その他
人件費については、一定の範囲内で委託費から充当可能とすることとなるが、事業終了後は、管理機関
（産業界、学校設置者、地方公共団体（市区町村等））において負担することとなることを見越して事業を
計画すること。
複数校を対象とする場合には、各指定校にCEOを配置することを原則とし、そのうち１名がマイスター・ハ
イスクール事業推進委員会の委員長となること。

３．事業内容
マイスター・ハイスクールCEOについて
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３．事業内容

１．想定される人物について

成長産業化に必要不可欠な資質能力を育成するために、例えば高校生が社会で活躍する数年先において社会実装さ

れる技術等に係る知見も有する技術者・研究者等（地域の産業特性に応じた最先端の技術（数年後に社会実装される

ことも視野に入れた）に携わっている技術者・研究者、現在地域の市場化に至らない魅力を成長産業化に変革する取

組に携わっている実務家・学識者等、成長産業化に必要な資質能力を育成することに資する実務経験が豊かな者）を

想定。

産業界等からの出向または兼務を想定。

２．役割について

指定校における実験・実習において、産業界の最先端の技術・知識等の指導を主に担当するとともに、指定校内の本

事業推進に係る分掌組織に属し、当該組織の長を補佐し、特に産業界と一体となった教育課程の企画に関して統括す

る。

３．身分等について

特別免許状を付与し、常勤の教諭として配置することを想定しているが、初年度からの常勤の教諭として配置が困難

な場合は、特別非常勤講師制度を活用し、非常勤講師として配置することも可能とする。なお、その場合でも出来る限

り、都道府県教育委員会において、早期に特別免許状を付与し、常勤の教諭として配置とすることが望ましい。

→特別非常勤講師として配置している間も、マイスター・ハイスクール事業推進委員会の構成員として

、教育課程の刷新の検討に携わる役割を果たせるよう校内でもその立場を確立させること。

※産業実務家教員の配置計画については、審査の際の重要な基準として設定する予定。

４．その他

人件費については、一定の範囲内で委託費から充当可能とすることとなるが、事業終了後は、管理機関（産業界、学

校設置者、地方公共団体（市区町村等））において負担することとなることを見越して事業を計画すること。

年間を通じて、少なくとも、週２～３コマは、実践的な実験・実習の授業を行うこと。

複数校を指定校とする場合には、各指定校に産業実務家教員を配置すること。

産業実務家教員について
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本運営委員会は、本事業の運営に関する全ての意思決定を行う。

本運営委員会において、地方公共団体（主に基礎自治体）が掲げている、地域産業の未来像（「市町村まち・ひと

・しごと創生総合戦略」等に位置付けられている各地域の産業に関する数値目標等）を実現するため、 ５年後、１

０年後を見据えた高等学校段階で育成すべき人物像の検討を行い、それに資する人材を育成するための実施計

画としての「マイスター・ハイスクールビジョン」を策定するとともに、 「マイスター・ハイスクールビジョン」の検証・

改善、進捗管理を行う 。

本事業における数値目標・指標を設定し、事業の進行に対する評価、指導・助言を行う。

事業実行の統括者となるマイスター・ハイスクールCEO 及び実験・実習の指導者となる産業実務家教員を選任

する。

想定される構成員は、指定校の校長、市区町村の首長、共同申請者である産業界の代表者等（○○株式会社取

締役社長、□□商工会議所会頭、○○銀行頭取、等）、学校設置者の教育長（○○県教育長）、産業政策、地方

創生、学校地域連携等に専門的知識を有する者（○○大学教授、株式会社◆◆取締役社長、□□銀行経営企

画部長、等）

マイスター・ハイスクール運営委員会

本事業推進委員会は、 マイスター・ハイスクール運営委員会が策定した「マイスター・ハイスクールビジョン」に基

づき、指定校における事業の具体的な実行を行う。

マイスター・ハイスクールビジョンに基づき、育成すべき人材像の育成を行うのに必要な学科や年限の改変も含

めた教育課程の刷新の方向性について、検討、決定する。

教育課程については、産業界の動向等も踏まえ、原則毎年度検討・刷新を行うこととする。

マイスター・ハイスクールCEO を中心に、指定校における事業の推進のために必要な連携機関（高等教育機関、

金融機関、産業界）との連携を進める。

想定される構成員は、マイスター・ハイスクールCEO 、指定校の校長、地元基礎自治体の産業部局部長等、共

同申請者である産業界の管理職等（○○株式会社部長、□□商工会議所部長、○○銀行地方創生担当部長、

等）、学校設置者の教育委員会管理職（○○県教育委員会課長）、指定校内の本事業推進に係る分掌組織の代

表（長、産業実務家教員） 等

マイスター・ハイスクール事業推進委員会

３．事業内容
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①共同申請する学校設置者、産業界、地方公共団体（市区町村、都道府県）、及び事業を実施する学校（学科
名、生徒数、教員数等を含む）の名称

②事業計画名、内容に関する事項

③「マイスター・ハイスクールビジョン」等に関する事項

④達成目標（定量的目標・定性的目標）に関する事項

⑤実施体制（管理機関、意思決定機関、事業推進機関）に関する事項

⑥マイスター・ハイスクールCEOに関する事項（経歴、配置計画等）

⑦産業実務家教員に関する事項（経歴、配置計画、担当する教科・科目、時数等）

⑦３ヶ年の事業計画に関する事項

⑧事業計画等の進捗状況の定期的な確認や改善の仕組みに関する事項

⑨成果の普及、国の指定期間終了後の取組に関する事項

⑩事業経費に関する事項

＜実現のための方策＞

＜申請事業計画書の主な記載事項＞

上記の未来像を実現するため、産業界、地方公共団体（市区町村、都道府県）、専門高校等が、 ５年後１０年後を見据え
た、専門高校における職業人材育成の在り方について検討し、申請事業計画を作成。

▢ 申請事業計画を作成するに当たっての考え方と計画書への記載内容イメージ
２．事業内容

地方公共団体（市区町村、都道府県）が掲げる地域産業の未来像
（「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」 等々）
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複数企業型

・○○株式会社

・◇◇株式会社

連合体型

・△△商工会議所 等

組合型

・××協同組合 等

単一企業型

・○○株式会社

専門高校
（学校設置者）

産業界
（企業、商工会議所等の経済団体、
農業協同組合及び漁業協同組合等
の協同組合、地方銀行等の金融機
関）

地方公共団体
（市区町村・都道府県）

▢ 連携パターン（例）

単一高校型

・○○工業高校

単一高校複数学科型

・◇◇商工高校工業学科

・◇◇商工高校商業学科

複数高校型

・○○工業高校

・△△農業高校

複数高校同一小学科型

・○○工業高校機械科

・□□工業高校機械科

２．事業内容

・○○市（県）産業部局

・○○市産業部局

・◇◇市産業部局
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令和３年度マイスター・ハイスクール事業（次世代地域産業人材育成刷新事業） 

全体の流れ（イメージ） 

 

令和３年１月 14日（木） 

 

 

２月３日（水） 

 

24 日（水） 

 

３月８日（月） 

 

３月中旬～下旬 

 

４月   

   

  

５月   

 

 

 

 

 

 

令和４年３月 31日（木） 

公募開始 

公募説明会（オンライン） 

 

審査基準・審査要項公表 

 

申請希望調書提出（①） 

 

申請事業計画書等提出（②） 

 

＜審査＞ 

 

審査結果公表・指定内定 

実施計画書等提出（③④） 

 

※予算成立の時期により契約時期が変更となります。 

＜契約締結＞ ⇒ 事業実施 

 

実施計画変更申請書提出（必要な場合⑤） 

 

委託事業完了（廃止）報告書提出（⑥） 

 

＜額の確定＞ 

 

成果報告書提出（⑦） 

※①～⑦は、資料３「提出資料一覧」の番号を参照 

  

資料２ 





提出資料一覧 

 

１．公募時 

提出資料 提出方法 提出期限 資料 番号 

申請希望調書 

（別紙様式１） 

電子メール 令和３年２月 24 日（水） 

正午必着 

 

 

公募 

要領 

① 

申請書かがみ 

（別紙様式２） 

電子メール

及び紙媒体

を 18部郵送 

電子メール、紙媒体とも 

令和３年３月８日（月） 

正午必着 

② 

事業全体の概要が分かる

ビジュアル資料 

（別紙様式３） 

申請事業計画書 

（別紙様式４、説明資料①

～③） 

別紙様式４添付資料（令和

３年度在籍生徒の３年間の

教育課程表を入学年度ごと

に作成したもの、学校のパ

ンフレット） 

所要経費 

（別紙様式５、根拠資料） 

担当者名簿 

（別紙様式６） 

誓約書 

（別紙様式７） 

 

２．指定内定後の契約時 

提出資料 提出方法 提出期限 資料 番号 

実施計画書 

（別紙様式１、教育課程表） 

所要経費 

（別紙様式５） 

電子メール

又は紙媒体 

指定内定後別途連絡 

委託

要項 
③ 

資料３ 



ＨＰ公表用資料等文部科学

省が依頼する資料 

電子メール 指定内定後別途連絡 
④ 

 

 

３．委託契約後 

提出資料 提出方法 提出期限 資料 番号 

実施計画変更申請書 

（別紙様式２） 

電子メール 変更を希望する一月程度

前まで 

委託

要項 
⑤ 

 

４．事業完了時 

提出資料 提出方法 提出期限 資料 番号 

委託事業完了（廃止）報告書

（別紙様式３） 

完了決算書 

（別紙様式４） 

電子メール

又は紙媒体 

契約書に記載 

契約

書 

⑥ 

成果報告書 電子メール

及び紙媒体 
契約書に記載 ⑦ 

 



 資料４ 

 
マイスター・ハイスクール事業実施要項 

 
令和３年１月１４日 
文 部 科 学 大 臣 決 定 

 
１．趣旨 

 第４次産業革命の進展、デジタルトランスフォーメーション、６次産業化等、産業構造
や仕事内容は急速に変化しており、アフターコロナ社会においては、こうした変化が一
層急激になることが予見される中、産業人材育成を担う専門高校においては、成長産業
化を図る産業界と絶えず連動した職業人材育成システムの刷新・構築が喫緊の社会的要
請になっている。 

これに対応するため、職業教育を主とする学科を置く高等学校及び中等教育学校の後
期課程等（以下「専門高校等」という。）と成長産業化に向けた革新を図る産業界等が一
体・同期化し、地域の持続的な成長を牽引するための、絶えず進化する最先端の職業人材
育成システムを構築し、成果モデルを示すことで、全国各地で地域特性を踏まえた取組
を加速化させることを目指す。 

 
２．事業目的 
  文部科学省は、上記趣旨の達成のため、専門高校等と産業界、地方公共団体が一体とな

って最先端の職業人材育成システムを構築するとともに、上記趣旨の達成に必要な専門
高校等の職業人材育成にかかる教育課程等の改善に資する実証的資料を得るための研究
開発（実践的な研究を含む。以下同じ。）を行う取組を「マイスター・ハイスクール事業」
（以下、「本事業」という。）として認定し、その中核となる専門高校等をマイスター・
ハイスクール（以下、「指定校」という。）に指定する。 

 
３．管理機関等 
（１）本要項においては、本事業を実施する機関を「管理機関」と称することとし、管理機

関は、指定校の設置者（国立の高等学校等を設置する国立大学法人、公立の高等学校
等を所管する教育委員会、私立の高等学校等を設置する学校法人）、産業界（企業、商
工会議所等の経済団体、農業協同組合、漁業協同組合等の協同組合、地方銀行等の金
融機関）、地方公共団体（市区町村・都道府県）の３者により構成される。 

（２）管理機関は、本事業を実施するとともに、指定校における取組の進捗を管理し、必要
な支援を行うものとする。 

（３）管理機関は、本事業の運営に関する意思決定、評価等を行う「マイスター・ハイスク
ール運営委員会」を設けることとする。 

（４）「マイスター・ハイスクール運営委員会」は、指定校の校長及び管理機関の３者の代
表者をはじめ、産業政策、地方創生、学校地域連携等に専門的知識を有する者で構成
するとともに、専門的見地から指導助言に当たることとする。 

（５）管理機関は、「マイスター・ハイスクール運営委員会」の下に、「マイスター・ハイ
スクール事業推進委員会」を設けることとし、当該運営委員会の決定事項に基づき、
指定校において本事業を実行する。 

（６）「マイスター・ハイスクール運営委員会」は、指定校の取組の統括者の役割（教育課
程の検討・編成、実施方法の検討、高等教育機関、産業界等との連携等を行う）を担う
者を「マイスター・ハイスクール CEO」として、産業界や地方公共団体の人材から選
任し、「マイスター・ハイスクール事業推進委員会」の委員長とする。 

（７）「マイスター・ハイスクール運営委員会」は、産業界の最先端の技術・知識等を指定
校において指導する役割を担う者を「産業実務家教員」として、産業界等の人材から
選任する。 

 



 

2 
 

４．認定・指定の手続 
（１）本事業の実施を希望する管理機関は、文部科学省にマイスター・ハイスクール事業に

かかる申請書（以下「事業申請書」という。）を連名により提出するものとする。事業
申請書には指定校に関する同意書を添付するものとする。 

（２）文部科学省は、11．に掲げる「マイスター・ハイスクール事業企画評価会議」（以下、
「企画評価会議」とする。）において、提出された事業申請書を審査し適切と認めると
きは、本事業の実施を認定するとともに、指定校に指定する。 

 
５．事業の委託 

文部科学省は、本事業の実施について、管理機関の内、代表となる者と委託契約を締結
する。 

 
６．研究開発の実施 
   指定校においては、成長産業化を図る産業界と絶えず連動した職業人材育成に資する

教育を重点的に実施し、これに関する教育課程等の改善に資する実証的資料を得るため、
現行教育課程の基準の下での教育課程等の改善に関する研究開発のほか、学校教育法施
行規則第８５条（同規則第１０８条第２項で準用する場合を含む。）並びに第７９条及び
第１０８条第１項で準用する第５５条に基づき、現行教育課程の基準によらない教育課
程を編成、実施して研究開発を行うことができる。 

 
７．事業の運営 
（１）文部科学省は、管理機関から提出された事業申請書の審査及び評価等を行うため、企

画評価会議を開催する。 
（２）文部科学省は、事業の実施状況及び経理処理状況について、管理機関及び指定校に対

し聴取及び実地に調査することができる。 
 
８．認定・指定及び委託の期間 
  事業の委託は会計年度毎に行うが、事業の認定・指定期間は、原則として３年間とす

る。 
 
９．実績の報告 
  管理機関は、本事業における研究開発等の成果・実績を年度毎に文部科学省に報告する

ものとする。 
 
10．委託経費等 
（１）文部科学省は、予算の範囲内で、本事業の実施に当たり必要な経費を支出する。 
（２）文部科学省は、必要に応じ、委託に係る研究開発等の経理処理状況について実態調査

を行うものとする。 
 
11．マイスター・ハイスクール事業企画評価会議 
（１）文部科学省に、企画評価会議を置き、本事業の審査・評価を行う。 
（２）企画評価会議は、産業政策、地方創生、学校地域連携等に専門的知識を有する者をも

って構成する。 
（３）企画評価会議は、管理機関及び指定校から、事業の実施状況等について、聴取するこ

とができる。 
（４）企画評価会議は、13．掲げる調査研究機関等から、調査結果として管理機関及び指定

校の取組状況について、報告を受けるものとする。 
（５）企画評価会議は、管理機関に対して、定期的に事業の評価を行う。 
 
12．文部科学大臣の講ずる措置 
  文部科学大臣は、管理機関における本事業の取組及び指定校における研究開発の内容
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が、趣旨及び事業目的に反し、又は沿わないと判断されるときは、企画評価会議の意見を
聴いて、指定の解除を含めた必要な措置を講ずる。  

 
13．ＰＤＣＡサイクル構築のための調査研究 

本調査研究においては、管理機関における本事業の取組及び指定校における研究開発
等の取組について成果指標等の作成やその検証を行い、当該事業の改善、ＰＤＣＡサイ
クルの構築及び運用を推進する取組を実施する。また、成果の普及に関する取組、成果と
課題を踏まえた、本事業の在り方を研究する。 
本調査研究は、調査研究機関等に委託することとし、当該調査研究機関等は、本事業に

おける管理機関及び指定校の取組状況の把握等を行うものとする。 
この他、本取組の実施に当たり必要な事項については、「マイスター・ハイスクール事

業」にかかるＰＤＣＡサイクル構築のための調査研究委託要項等による。 
 
14．その他 

管理機関及び指定校は、13．の調査研究において、調査研究機関等が実施する本事業の
取組等に対する調査等について協力するものとする。この要項に定める事項のほか、本
事業の実施に当たり必要な事項については、マイスター・ハイスクール事業委託要項等
による。 

 
 
 





 
資料５ 

マイスター・ハイスクール事業 

委託要項 

 
令 和 ３ 年 １ 月 １ ４ 日 
初等中等教育局長決定 

 

 
１．趣旨 

第４次産業革命の進展、デジタルトランスフォーメーション、６次産業化等、産業

構造や仕事内容は急速に変化しており、アフターコロナ社会においては、こうした変

化が一層急激になることが予見される。このため、文部科学省は、職業教育を主とす

る学科を置く高等学校及び中等教育学校の後期課程等（以下「専門高校等」という。）

と成長産業化に向けた革新を図る産業界、地方公共団体（地区町村、都道府県）が一

体となって、地域の持続的な成長を牽引するための、絶えず進化する最先端の職業人

材育成システムを構築するとともに、産業界等と一体となって最先端の職業人材育

成に資する教育課程等に関する研究開発（実践的な研究を含む。以下同じ。）を行う

取組を「マイスター・ハイスクール事業」（以下、「本事業」という。）としてを認

定し、その中核となる専門高校等をマイスター・ハイスクール（以下「指定校」とい

う。）に指定し、高等学校教育改革を推進する。  
 

２．委託内容 

管理機関においては、専門高校等と産業界、地方公共団体が一体となった最先端の

職業人材育成システムを構築するため、事業の運営に関する意思決定を行うマイスタ

ー・ハイスクール運営委員会の設置や指定校の取組の統括者の役割を果たすマイスタ

ー・ハイスクール CEO の配置等、事業の実施体制を整備するとともに、指定校にお

ける本事業の進捗を管理し、当該学校に対し必要な指導・助言・支援等の取組を行う。 

マイスター・ハイスクール運営委員会は、地域産業の未来像を踏まえた、５年後１

０年後を見据えた高校段階の人材育成の在り方を検討して「マイスターハイスクール

ビジョン」として示し、指定校においては、「マイスター・ハイスクールビジョン」

に基づき、成長産業化に向けて革新を図る産業界と一体となって最先端の職業人材育

成に資する教育課程等の研究開発を行う。 

 
３．委託先 

本事業を共同で実施する学校設置者（国立の高等学校等を設置する国立大学法人、

公立の高等学校等を所管する教育委員会、私立の高等学校等を設置する学校法人）、

産業界（企業、商工会議所等の経済団体、農業協同組合及び漁業協同組合等の協同組



合、地方銀行等の金融機関）、地方公共団体（市区町村・都道府県）等を、「管理機

関」と称することとする。本事業への申請は、本事業の実施を希望する管理機関が連

名で行うこととするが、文部科学省は、管理機関の内、代表となる者と本事業の委託

契約を締結する。 

 

４．本事業の実施方法 
管理機関においては、専門高校等を核とし、産業界等と一体・同期化して行う最先

端の職業人材育成システムを構築するため、事業の運営に関する意思決定を行うマイ

スター・ハイスクール運営委員会の設置、指定校において事業の実行を行うマイスタ

ー・ハイスクール事業推進委員会の設置、指定校の取組の統括者の役割を担うマイス

ター・ハイスクール CEO の配置等を行うことにより、事業の実施体制を整備すると

ともに、指定校における取組の進捗を管理し、マイスター・ハイスクール運営委員会

と連携しつつ、当該学校に対し必要な指導・助言・支援等を行う。 

指定校においては、マイスター・ハイスクール運営委員会が策定した「マイスター・

ハイスクールビジョン」に基づき、教育課程の検討、編成等の研究開発を実施し、絶

えず進化する最先端の職業人材育成に資する教育課程等の研究開発を行う。 

 
５．委託期間 

委託期間は、原則として３年間とする。ただし、委託契約については年度毎に締結

することとし、契約期間は委託を受けた日から契約書で定める日までとする。なお、

年度毎の実績や、次年度以降の事業計画を踏まえつつ、継続することが妥当であると

判断された取組を次年度の対象とする。 

 
６．委託手続 
（１）指定内定後、委託を受けようとする管理機関の代表は、実施計画書（別紙様式

１）及び所要経費積算表（別紙様式５-１）を文部科学省に提出する。 

（２）文部科学省は、管理機関の代表から提出された実施計画書等の内容を確認し、

適切であると認めた場合、委託契約を締結する。なお、文部科学省は、必要に応

じて当該計画の見直しを求めることができる。 

 
７．委託経費 
（１）文部科学省は、予算の範囲内で本事業に要する経費（諸謝金、旅費、借損料、

会議費、通信運搬費、消耗品費、雑役務費、人件費、設備備品費、消費税相当額、

一般管理費、再委託費）を委託費として支出する。 

（２）文部科学省は、委託費を、額の確定後、委託先の請求により支払うものとする。 

ただし、委託先が事業の完了前に必要な経費の支払を受けようとし、文部科学



省が必要であると認めるときは、契約額の全部又は一部を概算払するものとする。 

（３）契約締結及び支払を行う場合には、国の契約締結及び支払に関する規定の趣旨

に従い、経費の効率的な使用に努めること。 

（４）事業の実施過程において、各事業計画の内容を変更しようとするときは、実施

計画変更申請書（別紙様式２）を文部科学省に提出し、その承認を受けるものと

する。ただし、各事業計画のうち経費のみを変更する場合で、契約額の総額に影

響を及ぼさず、経費区分間で増減する額が各事業計画額の 20％を超えない場合

についてはこの限りではない。 

（５）委託費の収入及び支出に当たっては、帳簿を備え、領収書等の支払を証する書

類等を整理し、経理の状況を明らかにしておくものとし、事業を実施した翌年度

から５年間保存する。 

 
８．再委託 
（１）委託を受けた事業の全部を第三者に委託（以下「再委託」という。）すること

はできない。ただし、再委託することが本事業等を実施する上で合理的であると

認められるものについては、一部を再委託することができる。 

（２）事業の一部を再委託しようとする場合は、再委託申請書（別紙様式５－３）及

び再委託先積算（別紙様式５－２）を記載の上、文部科学省に提出し、承認を受

けることとする。再委託の承認後、再委託先の相手方の変更等履行体制に関する

事項の内容に変更が生じた場合も同様とする。 

（３）再委託先は、再委託を受けた事業を第三者に委託（再々委託）することはでき

ない。 
 

９．事業完了の報告 
（１）委託先は、事業が完了したとき、廃止、解除又は中止（以下「廃止等」という。）

の承認を受けたときは、収支金額を確定の上、事業が完了した日から１０日を経

過した日又は委託契約が終了する日のいずれか早い日までに、詳細に記載した完

了報告書（別紙様式３）、完了決算書（別紙様式４－１～４）及び支出を証明で

きる領収書等の写しを文部科学省に提出すること。 

（２）委託先は、事業の成果普及等のため、上記（１）の事業完了報告書等のほか、

成果物（成果報告書を含む。）を文部科学省に提出するものとする。 

（３）成果物については、委託先においてもホームページに掲載するなど、成果普及

に努めること。 

 
１０．委託費の額の確定 
（１）文部科学省は、上記９．により提出された事業完了報告書及び事業完了決算書



について、検査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認め

たときは、委託費の額を確定し、委託先に対して通知するものとする。 

（２）上記（１）の確定額は、本事業に要した決算額と委託契約額のいずれか低い額

とする。 

（３）文部科学省は、上記（１）において、適正な経費執行がなされていない場合、

経費の全部又は一部について、返納を求めることができる。 

 
１１．資産の管理 

本事業において取得した設備備品（取得価格が１０万円以上かつ耐用年数が１年

以上のもの）については、事業期間中善良なる管理者としての注意義務を負って管

理するとともに、委託費の額の確定後速やかに文部科学省に財産権を移転するもの

とする。 
また、設備備品の無償貸付け、亡失、損傷、返納、処分に当たっては、文部科学

省の承認（内容により報告)を必要とするものとする。 
 
１２．知的財産について 

本事業において発生した知的財産権は、事業終了時に原則として文部科学省に無

償で譲渡するものとする。ただし、技術、プログラム又はコンテンツに係る知的財

産権については、一定の条件の下で所定の手続を行うことにより、当該権利を文部

科学省に譲渡せず委託先に帰属させることができる。 
 
１３．委託の取消し 
（１）文部科学省は、委託先が委託要項等に係る違反をしたとき、実施に当たり不正

又は不当な行為をしたとき、又は委託事業の遂行が困難であると認めたときは委

託契約を解除することができる。 
（２）文部科学省は、上記（１）による場合で、概算払により既に経費を支出した場

合については、経費の全部又は一部について、返納を求めることができる。 
（３）上記（１）により経費の返納を求められたときは、文部科学省歳入徴収官の発

する納入告知書により返納しなければならない。 
 
１４．その他 
（１）文部科学省は、委託先による本事業の実施が当該趣旨に反すると認められると

きは、必要な是正処置を講ずるよう求めることができる。 

（２）文部科学省は、必要があると認めたときは、委託先に対して本事業の実施状況、

委託費の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は実地調査を行うこと

ができる。 



（３）本事業によって実施する取組が、他の事業の委託費又は補助金等による財政的

措置を受けている場合は、本事業経費として支出することはできない。 

（４）文部科学省は、委託業務の実施に当たり、委託先の求めに応じて指導・助言を

行うとともに、その効果的な運営を図るため協力する。 

（５）管理機関は、成果のＷＥＢ上での公開や成果報告書等の配布、必要に応じて活

用状況の把握を行うなど、本事業により得られた成果が広く普及・活用されるよ

う努めるものとする。また、文部科学省が行う事業成果の活用状況の把握等に協

力するものとする。 

（６）この要項に定めのない事項で本事業の実施に必要な事項は、初等中等教育局委

託事業事務処理要領によるほか、文部科学省が必要に応じて別途定めるものとす

る。 
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１．事業の背景・目的 

 第４次産業革命の進展、デジタルトランスフォーメーション、６次産業化等、産業構造
や仕事内容は急速に変化しており、アフターコロナ社会においては、こうした変化が一層
急激になることが予見される中、産業人材育成を担う専門高校においては、成長産業化を
図る産業界と絶えず連動した職業人材育成システムの刷新・構築が喫緊の社会的要請にな
っています。 
これに対応するため、職業教育を主とする学科を置く高等学校及び中等教育学校の後期

課程等（以下「専門高校等」という。）と成長産業化に向けた革新を図る産業界等が一体・

同期化し、地域の持続的な成長を牽引するための、絶えず進化する最先端の職業人材育成

システムを構築し、成果モデルを示すことで、全国各地で地域特性を踏まえた取組を加速

化させることを目指します。 
  上記趣旨の達成のため、専門高校等と産業界、地方公共団体が一体となって最先端の職

業人材育成システムを構築するとともに、上記趣旨の達成に必要な専門高校等の職業人材
育成にかかる教育課程等の改善に資する実証的資料を得るための研究開発（実践的な研究
を含む。以下同じ。）を行う取組を「マイスター・ハイスクール事業」（以下、「本事業」
という。）として認定し、その中核となる専門高校等をマイスター・ハイスクール（以下、
「指定校」という。）に指定し、高校改革を推進する。 

２．事業の概要 

（１）事業概要 

本事業は、専門高校等と産業界、地方公共団体が一体となった最先端の職業人材育成シ

ステムを構築するため、事業の運営に関する意思決定を行うマイスター・ハイスクール運

営委員会の設置や指定校の取組の統括者の役割を果たすマイスター・ハイスクール CEO の

配置等、事業の実施体制を整備するとともに、指定校における本事業の進捗を管理し、当

該学校に対し必要な指導・助言・支援等の取組を行う。 

マイスター・ハイスクール運営委員会は、地域産業の未来像を踏まえた、５年後１０年後

を見据えた高校段階の人材育成の在り方を検討して「マイスターハイスクールビジョン」

として示し、指定校においては、「マイスター・ハイスクールビジョン」に基づき、成長

産業化に向けて革新を図る産業界と一体となって最先端の職業人材育成に資する教育課

程等の研究開発を行う。 
 

（２）指定の対象 

本事業においては、職業を主とする専門学科（農業に関する学科、工業に関する学科、商

業に関する学科、水産に関する学科、家庭に関する学科、看護に関する学科、情報に関す

る学科及び福祉に関する学科をいう。）又は総合学科（職業に関する教科・科目を２５単

位以上開設している場合に限る。）を置く高等学校及び中等教育学校の後期課程取組を対

象とする。 
 

（３）事業の申請者 

   事業の申請者は、指定校の設置者（国立の高等学校等を設置する国立大学法人、公立

の高等学校等を所管する教育委員会、私立の高等学校等を設置する学校法人）、産業界

（企業、商工会議所等の経済団体、農業協同組合及び漁業協同組合等の協同組合、地方
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銀行等の金融機関）、地方公共団体（市区町村・都道府県）の３者が共同で文部科学大臣

あてに行うこととします。 
    
（４）企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

① 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条の規定に該当しない者であ

ること。 
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を

得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

② 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の処置を受けている期間中の者で

ないこと。 

 

（５）指定予定件数 

   15 件程度（指定件数は「マイスター・ハイスクール事業企画評価会議」において決定

する。） 
 
（６）申請要件 ※①～⑨については、すべてを満たすこと 

マイスター・ハイスクール事業の実施にあたっては、①～⑨について取り組むこと。 
①  管理機関は、本事業の運営に関する意思決定、評価等を行う「マイスター・ハイス

クール運営委員会」を設置すること。 

②  マイスター・ハイスクール運営委員会は、地方公共団体（市区町村、都道府県）が

掲げる地域産業の未来像（「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」等に位置付

けられている各地域の産業に関する数値目標等）を実現するため、５年後１０年後

を見据えた高校段階で育成すべき人材像の検討を行い、それに資する人材を育成す

るための実施計画としての「マイスター・ハイスクールビジョン」を策定するとと

もに、「マイスター・ハイスクールビジョン」の検証・改善、進捗管理をすること。

また、マイスター・ハイスクール事業推進委員会及び指定校の取組に対し、検証・

評価及び指導・助言を行うこと。 
③ マイスター・ハイスクール運営委員会は、本事業実施の統括者の役割を果たすマイ

スター・ハイスクールＣＥＯを、産業界等（地方公共団体（主に基礎自治体である

市区町村を想定）、地方銀行等の金融機関、企業、商工会議所等の経済団体、農業

協同組合及び漁業協同組合等の協同組合）等の現役役職者（部長級相当職等を想定）

から選任し、マイスター・ハイスクール事業推進委員会の委員長とするとともに、

学校設置者は、マイスター・ハイスクールＣＥＯを指定校に管理職等として配置す

ること。（詳細については、「（７）①マイスター・ハイスクール CEO」を参照） 

④  マイスター・ハイスクール運営委員会は、産業界の最先端の技術・知識等を指定

校において指導する産業実務家教員になる人材を産業界等の人材から選任すると

ともに、学校設置者は、産業実務家教員に特別免許状を付与し、指定校に常勤の教

諭等としてとして配置すること。指定校においては、実験・実習を中心に年間を通

して産業実務家教員による担当授業を設定すること。（詳細については、「（７）

②産業実務家教員」を参照） 
⑤ 管理機関は、マイスター・ハイスクール運営委員会の決定事項に基づき、本事業を

実行するマイスター・ハイスクール事業推進委員会をマイスター・ハイスクール運
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営委員会の下に設置すること。 

⑥  マイスター・ハイスクール事業推進委員会は、「マイスター・ハイスクールビジョ

ン」に基づき、育成すべき人材像の育成に必要な学科や年限の改編も含めた教育課

程の刷新の方向性を検討、決定。（指定校の教育課程における研究開発に当たって

は、必要に応じて、学校設定教科・科目の設定、教育課程の特例を活用した取組等

を行うこと。） 

⑦  指定校においては、産業界等において、産業界等の施設・設備を活用し、体系的な

授業・実習を一定程度実施すること。その際、管理機関（学校設置者、産業界、地

方公共団体（市区町村・都道府県））は、指定校が産業界等の施設内で授業・実習

を行えること及び産業界等の施設・設備を共同利用できることについて、「マイス

ター・ハイスクールビジョン」の中に含めておくこと。 

⑧  管理機関は、文部科学省による委託期間終了後においても本事業における取組を

継続的に取り組むこと。 
⑨ 管理機関は、絶えず進化する最先端の職業人材育成システムの構築及びそれに資す

る教育課程等に関する研究開発の成果普及を実施するために、指定校と連携しなが

ら、随時管理機関や学校の Web ページ等で成果を発信するとともに、研究成果報

告会を行うこと。 
 
（７）マイスター・ハイスクール CEO 及び産業実務家教員について 

   ①マイスター・ハイスクール CEO 
   （ⅰ）人物像について 

産業界等（地方公共団体（主に基礎自治体である市区町村を想定）、地方銀行等の 

金融機関、企業、商工会議所等の経済団体、農業協同組合及び漁業協同組合等の協同

組合）の現役役職者（部長級相当職等を想定）の出向。 
（ⅱ）役割について 
・マイスター・ハイスクール事業推進委員会の委員長となり、 「マイスター・ハイ

スクールビジョン」実行の中心人物として、職業人材育成システムを構築し、指定

校における取組の実行を統括する役割を担う。 
・指定校における取組の実行の統括者として、学科や年限の改変も含めた教育課程

の刷新の方向性を検討、決定し、高等教育機関（大学、高専、専門学校）、金融機

関、産業界との連携等を行う。 
（ⅲ）身分等について 

・常勤職員として、校長、副校長、教頭として配置することを想定しているが、初年

度から常勤職員として配置が困難な場合は、非常勤職員として任用することも可

能とするが、その場合でも出来る限り、早期に管理職とすることが望ましい。 
    ・非常勤職員として配置している間も、事業の統括者としての役割を果たせるよう

校内でもその立場を確立させること。 
    ※マイスター・ハイスクール CEO の配置計画については、審査の際の重要な基準と

して設定する予定。 
（ⅳ）その他 

・複数校を対象とする場合には、各指定校にマイスター・ハイスクール CEO を配置

することを原則とし、そのうち１名がマイスター・ハイスクール事業推進委員会の委
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員長となること。 
 

② 産業実務家教員 
（ⅰ）人物像について 
・成長産業化に必要不可欠な資質能力を育成するために、例えば高校生が社会で活躍

する数年先において社会実装される技術等に係る知見も有する技術者・研究者等（地

域の産業特性に応じた最先端の技術（数年後に社会実装されることも視野に入れた）

に携わっている技術者・研究者、現在地域の市場化に至らない魅力を成長産業化に変

革する取組に携わっている実務家・学識者等、成長産業化に必要な資質能力を育成す

ることに資する実務経験が豊かな者）。 
・産業界等からの出向または兼務。 

（ⅱ）役割について 
・指定校における実験・実習において、産業界の最先端の技術・知識等の指導を主に担

当するとともに、指定校内の本事業推進に係る分掌組織に属し、当該組織の長を補佐

し、特に産業界と一体となった教育課程の企画に関して統括する。 
・年間を通じて、少なくとも、週２～３コマは、実践的な実験・実習の授業を行うこ 

と。 
（ⅲ）身分等について 
・特別免許状を付与し、常勤の教諭として配置することを想定しているが、初年度から

の常勤の教諭として配置が困難な場合は、特別非常勤講師制度を活用し、非常勤講師

として配置することも可能とする。なお、その場合でも出来る限り、都道府県教育委

員会において、早期に特別免許状を付与し、常勤の教諭として配置とすることが望ま

しい。 
   ・特別非常勤講師として配置している間も、マイスター・ハイスクール事業推進委員

会の構成員として、教育課程の刷新の検討に携わる役割を果たせるよう校内でもそ

の立場を確立させること。 
   ※産業実務家教員の配置計画については、審査の際の重要な基準として設定する予定。 

（ⅳ）その他 
・複数校を指定校とする場合には、各指定校に産業実務家教員を配置すること。 

 
 
（８）実施期間 

   実施期間は原則として３年間とします。ただし、委託契約については年度ごとに締結

することとし、委託契約期間は委託を受けた日から契約書で定める日までとします。 

なお、年度ごとの実績や、翌年度以降の事業計画を踏まえつつ、継続することが妥当で

あると判断されれば次年度も対象とします。 

また、国の財政事情や事業の評価結果等により、当該実施期間を必ず保証するもので

はありません。 
 
（９）委託額について 

  事業内容を踏まえ、以下のとおりとします。 
１件当たりの年間経費支援額 
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 1,200 万円 程度 
※上記支援額は、当該会計年度において、マイスター・ハイスクール CEO や産業実務家

教員が年間を通して恒常的に学校に配置された場合の金額の目安であることにご留意く

ださい。 
最終的な委託金額は、「マイスター・ハイスクール事業企画評価会議」（以下「企画評

価会議」という。）において、事業の規模及び本事業全体の予算額等に応じて調整しま

す。なお、指定２年目以降の委託金額については、事業の計画、前年度の実績、執行状況

及び本事業全体の予算額等を勘案して検討します。 
 
（１０）経費 

  本事業に係る経費は、指定内定後、改めて別途提出を求める実施計画書（マイスター・

ハイスクール事業委託要項（以下「委託要項」という。）６．（１））に基づき、文部科学

省と管理機関がその計画について調整を行った上で委託契約を締結し、適当と考えられる

経費に関して、初等中等教育振興事業委託費（「マイスター・ハイスクール事業」）によ

り、文部科学省から措置を行うこととします。 

なお、本事業において指定校となる高等学校等は、一の高等学校等においては特定の研

究開発事業に集中的に取り組むべきとの観点から、文部科学省が実施する研究開発学校等

の指定事業（研究開発学校、「スーパーグローバルハイスクール」、「スーパーサイエンス

ハイスクール」、「スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール」、「ＷＷＬ（ワールド

・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業」「地域との協働による高等学校教育

改革推進事業（高等学校等における研究開発）」等）の指定を受けることはできません。 
また、本事業において指定校となる高等学校等が、同時に上記の研究開発学校等の指定

事業以外の国の事業を実施する場合には、同一の取組に対して複数の事業から経費を措置

することはできないので、それぞれの事業の目的及び趣旨を適切に整理した上で計画する

ことが必要です。 
  本事業において使用できる経費の種類は、以下のとおりとします。 

経費区分一覧表 

経費区分 
内容例 

（事業に必要不可欠な経費のみ） 
積算基礎・備考 

１．諸謝金 ・委員会謝金 

・産業実務家教員謝金 等 

・都道府県・市町村等管理機関における基準単

価。 
・ただし、著しく高いものは不可。 

２．旅費 

・マイスター・ハイスクール CEO、産業

実務家教員、指定校の教員等の連携

交渉、学習活動の引率、教員研修に係

る費用（交通費、宿泊費、日当、旅行

雑費） 

・生徒の学習活動・実習に係る費用（交

通費、宿泊費） 

・成果発表会等への参加旅費 等 

・都道府県・市町村等における旅費規程。 

・電車代はグリーン車不可、航空運賃はエコノ

ミークラスのみ。 

・旅行先、泊数を明記。 

・タクシーを利用する場合は、利用することが

相当と認められる場合に限る 

３．借損料 ・物品借料（バス借り上げ等） 

 ・市場の相場と比して著しく高いものは不可。 

４．会議費 ・会場借料（会議や発表会等の開催） 
・外部有識者の出席する会議開催等に

・実費。 
・市場の相場と比して著しく高いものは不可。 
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伴うお茶代 ・原則として受託機関の諸規則によるものと

し、社会通念上常識的な範囲に限る。 

５．通信運搬費 ・はがき代／郵券代／郵便小包 
・電話代／パソコン通信費用 

・実費。 
・市場の相場と比して著しく高いものは不可。 
・電話代等の通信費は、支出根拠が明確かつ本

事業における使用分を分けることができる場

合に限る。 

６．消耗品費 
・用紙代 
・記録用 CD／DVD 等 

・トナー代／インク代 

・実費。 

・市場の相場と比して著しく高いものは不可。 

７．雑役務費 

・発表会開催に係るイベント運営業務 

・その他上記に属さない経費（振込手

数料、保険料等） 

・雑役務費における業務委託は、本事業を遂行

する上で必要となる補完的な定型業務に限

る。 
・支出の詳細が分かるようにすること。 

・教材作成費 

・報告書作成費 

・実費。 
・市場の相場と比して著しく高いものは不可。 
・用紙代は消耗品費に計上。 
・部数は常識的な範囲に限る。 

８．人件費 
・マイスター・ハイスクール CEO 

・産業実務家教員 

・事務補助員 

・学校設置者において雇用（常勤または非常

勤）。 

・マイスター・ハイスクール CEO、産業実務家教

員の人件費について、一定の範囲内で委託費

から充当可能。 

９．設備備品費 ・実習に係る設備備品 
・リースにより対応できる場合で、購入費用より

リースの方が安価の場合は計上不可 

10．消費税相当額 ・人件費 

・外国旅費 等の不課税経費 

・課税事業者の場合のみ、左記に係る消費税相

当額（10％）を計上 

11．一般管理費 ・当該事業分として経費の算定が難し

い光熱水料等に係る経費 

・事業の直接経費（事業費、人件費、設備備品費）

に一定の率（一般管理費率）を乗じて算定した

額（10％を上限） 

・地方公共団体以外が申請する場合に限る。 

12．再委託費  
・再委託が合理的であると認められた場合のみ

一部可 

 

① 人件費・謝金について 

マイスター・ハイスクール CEO、産業実務家教員の人件費について、一定の範囲内で委託費から

充当可能とします。なお、本事業業終了後は、管理機関（産業界、学校設置者、地方公共団体（市

区町村等））において負担することとなることを見越して事業を計画すること。 
 

＜留意事項＞ 

・人件費には、社会保険（事業主負担を含む）・労災保険・健康保険、通勤費等を含む。 
・事業の申請者が独自に負担することにより、職種毎に複数名を雇用することも可能。 

 
② 消費税相当額について 

  文部科学省において実施されている委託業務は、「役務の提供」（消費税法（昭和 63 年

法律第 108 号）第２条第１項第１２号）に該当することから、原則として業務経費の全体
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が課税対象となります。したがって、積算した業務経費全体に消費税相当額を計上するこ

ととなります。ただし、消費税込みの金額となっている経費には消費税が既に含まれてお

り、消費税相当額を別途計上すると二重計上となるため注意が必要です。 
  委託金額の積算に当たっては、課税事業者と免税事業者とでは次に掲げるとおり取扱い

が異なりますので、下記の「課税対象表」を参照の上、適切な消費税額を計上してくださ

い。 
（ⅰ）課税事業者の場合（私立学校等） 

   事業実施過程で取引の際に消費税を課税することとなっている経費（以下「課税対象

経費」という。）は消費税額を含めた金額を計上し、課税対象経費以外の経費（不課税経

費）は消費税相当額を別途計上します。 
（ⅱ）免税事業者の場合（地方公共団体） 

   消費税を納める義務を免除されています。そのため、不課税経費に対し消費税相当額

を別途計上しません（消費税相当額は０円となります。）。課税対象経費について、消

費税額を含めた金額を各経費区分に計上してください。 
種別 内訳等 対象 注意事項等 

人件費  不課税 消費税相当額算出 
※給与として交通費を含め

ている場合交通費は消費

税込みなので留意 
諸謝金  課税対象 ※委託先の基準により、税込

金額か税別金額か取扱が

異なるので要確認。給与と

して支給される場合は賃

金と同様。 
旅費（国内） 日当・宿泊費・運賃 課税対象 通常は税込金額 
旅費（外国旅費） 航空運賃 不課税 消費税相当額算出 

外国宿泊費・日当 不課税 消費税相当額算出 
借損料  課税対象  
消耗品費  課税対象  
会議費  課税対象  
通信運搬費  課税対象 切手は税込金額 
雑役務費  課税対象  
設備備品費  課税対象  

 
③ 委託費の対象外となる取組について 

（ⅰ）本事業の趣旨・目的に照らして関連性の不明確な取組 

本事業の趣旨・目的に照らして直接関連しない取組については対象外とします。 
（ⅱ）個人の取組 

a. 生徒、教職員が個人として、研修の受講やコンクールへの参加などを行う場合、受講

料・参加費・旅費は対象外とします。ただし、マイスター・ハイスクール事業の活動

の一環として学校単位やクラブ単位で生徒が参加する場合に必要な経費は、対象とし
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ます。 
b. 学会、団体や協会等に会員として登録する場合の登録費、入会金、年会費等は対象外

とします。 
c. 外部有識者が出席する会議の開催に必要なお茶代（菓子等は含まない。）等を除き、

飲食費は対象外とします。 
 

④ 設備備品費について 

専門高校と産業界等が一体となって最先端の職業人材を育成するために必要な設備備

品を計上することを可能とします。（単価１０万円以上かつ耐用年数１年以上のもの） 

３．審査方法 

 審査につきましては、後日公表する審査要項等をご参照ください。 

４．事業の実施 

（１）公募及び契約締結 

この公募は、令和３年度予算成立後に直ちに事業を開始できるよう、本予算成立前に始

める公募であることから、国会における本予算成立までの間、当該事業の実施の可否や事

業内容・規模、事業開始時期等に変更が生じる可能性があることに留意してください。 
また、国の契約は、契約書を締結（契約書に契約の当事者双方が押印）したときに確定

することとなるため、契約予定者として選定されたとしても契約書締結後に生じた経費の

みが委託費の対象となることに十分留意してください。なお、再委託先がある場合は、こ

の旨を再委託先にも十分周知してください。 
 
（２）指定時に付された条件の反映 

管理機関は、事業の実施に当たっては、企画評価会議による申請事業計画等の内容につ

いての改善のための条件を踏まえて実施するよう御留意ください。以下の「６．（２）」に

記載する事業の評価においては、この条件への対応状況についても評価対象となります。 
 
（３）PDCA サイクル構築のための調査研究との協力 

本事業においては、高等学校等における事業実施の取組について、成果指標の作成やそ

の検証を行い、ＰＤＣＡサイクルの構築及び運用の推進や、取組の成果の普及に関する調

査研究を行う予定です。 
管理機関においては、当該調査研究の代表機関が実施する調査研究に協力し、連携しな

がら学校における取組を行う必要があります。 
 

（４）完了報告書及び完了決算書の提出（委託要項９を参照） 

  指定された事業の申請者は、事業の実施状況について外部評価を行い、助言を得るとと

もに、毎年度の目標達成状況を含め、実施計画の実施状況につき適切な評価を行い、毎年

度、事業の進捗状況とともに完了報告書（委託要項（別紙様式３））を提出してください。 
また、毎年度、経費の使用実績に関する完了決算書（委託要項（別紙様式４－１～４））

を作成し、文部科学省へ提出してください。 
なお、提出された書類において、事業の実施に不十分な部分が認められる場合には、文
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部科学省は管理機関に対し、改善を求めることとします。 
また、本事業の実施に伴い作成する成果物（事業概要・説明資料、冊子、パンフレット

等）については、他の高等学校や都道府県等に対して研究開発した成果を普及することを

目的として作成し、完了報告書等に添えて提出してください（紙媒体１０部及び電子媒体）。 
 
（５）成果の普及 

  本事業による成果については、国民・社会に対しての説明責任を果たすとともに、他の

高等学校等に対する情報提供を通じた成果の幅広い普及の観点から、文部科学省ホームペ

ージ等により随時公表します。 

５．提出書類 

（１）提出書類 

 ①別紙様式１～７ 
本事業趣旨及び目的等を十分に踏まえて、所定の様式（別紙様式１～８）で調書を作成

し、文部科学大臣宛に申請してください。様式は、文部科学省のホームページからダウン

ロードしてください。 
・https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/mext_00095.html 

・http://www-gpo3.mext.go.jp/MextKoboHP/list/kp010000.asp（政府調達 HP） 
 ②後日公表する審査要項等に記載予定の「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評

価」における認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は、

その写しを添付してください。 
 ③誓約書 
  地方公共団体、国立大学法人、独立行政法人以外が事業の申請者となる場合は、別紙様

式８「暴力団等に該当しない旨の誓約書」を提出してください。「暴力団等に該当しな

い旨の誓約書」を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなっ

たときは、委託契約を無効とします。 
 

申請に当たっての各書類の提出については、下記一覧の左欄に記載の本事業の指定校

となる学校別に、右欄に記載の組織に提出し、右欄の組織が取りまとめた上で文部科学

省に提出してください。 
本事業の指定校となる学校 取りまとめ 

・国立の高等学校等 国立大学法人附属学校事務主管課 
・公立の高等学校等（指定都市立のものを

除く） 
 

都道府県教育委員会高等学校教育主管課 

・指定都市立の高等学校等 
 

指定都市教育委員会高等学校教育主管課 

・私立の高等学校等 
 

都道府県私立学校事務主管課 

 
（２）提出期限 
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  申請希望調書  ：令和３年２月２４日（水）正午必着 ※提出期限は厳守のこと 
申請事業計画書等：令和３年３月 ８日（月）正午必着 ※提出期限は厳守のこと 
※申請希望調書の提出期限までに申請希望調書の提出がない場合には、申請事業計画書等の提

出があっても審査の対象にはなりません。 
※上記調書の提出については、２月３日に別途公表予定の審査要項をご確認いただいた後にお願

いいたします。 
※紙媒体についても、上記の提出期限内に文部科学省に到着するように送付すること。 
 

（３）提出先 

  電子媒体送付先：sangyo@mext.go.jp 
  紙媒体送付先 ：〒１００－８９５９東京都千代田区霞が関３－２－２ 

文部科学省初等中等教育局 
参事官（高等学校担当）付産業教育振興室 

 
（４）提出方法 

① 申請希望調書【別紙様式 1-1、1-2】 

 申請数の概数を把握し円滑な審査を実施するため、申請事業計画書等の提出に先立って

申請希望調書の提出をお願いします。提出する際は、５．（１）の一覧にしたがって取りま

とめの上、以下の手続に沿って送付ください。申請希望調書の提出がない場合は、後日申

請事業計画書等を提出いただいても、申請を受け付けません。 
 ・電子媒体をメールにて送付 

    提出する際の電子メールの件名及びファイル名については、「【マイスター申請】

申請希望調書：都道府県・指定都市名（公立・私立）、国立大学法人名」（「」は除

く。）とすること。 
  （例）○○県教育委員会の場合 

「マイスター・ハイスクール事業申請希望調書：○○県（公立）」 
○○県私学主管課の場合 
「マイスター・ハイスクール事業申請希望調書：○○県（私立）」 

○○大学（国立大学法人）の場合 
「マイスター・ハイスクール事業申請希望調書：○○大学」 

 
② 申請事業計画書等【別紙様式２～７等】 

  申請事業計画書等は、下記に示す資料を上から順に並べて一部としてください。 
  ・別紙様式２－１、２（申請書かがみ、同意書） 
  ・別紙様式３（事業全体の概要が分かるビジュアル資料） 
  ・別紙様式４（申請事業計画書、説明資料①～③） 
  ・別紙様式４添付資料（令和３年度在籍生徒の３年間の教育課程表を入学年度ごとに作成

したもの、学校のパンフレット） 
  ・別紙様式５－１～３（所要経費） 
  ・別紙様式６（担当者名簿） 

・別紙様式７（誓約書（暴力団等に該当しない旨の誓約書）） 
※別紙様式７については、地方公共団体、国立大学法人、独立行政法人が事業の申請者
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となる場合は提出不要です。 
 

提出する際は、以下の手続に沿って紙媒体と電子媒体の両方の提出をお願いします。な

お、５．（１）の一覧にしたがって取りまとめの上、期日までにまとめて提出ください。 
・紙媒体１８部（正本１部、副本１７部）を郵送 

  郵送に当たっては、封筒に「マイスター・ハイスクール事業申請書類在中」と朱書

きの上、配達が証明できる方法（配達記録、小包、簡易書留、宅配便等）にて送付して

ください。 
＜紙媒体の申請事業計画書等の体裁について＞ 

・申請事業計画書等は、別紙様式２～７（添付資料を含む。）を一部ずつ上から順に並

べて１セットとしてください。 

・申請事業計画書等は、１セットごとに左上をダブルクリップで留めてください。 

※クリアファイル等に入れたり、ファイルに綴じたりしないでください。（審査等のた

めの事務作業の妨げとなりますため、絶対にしないでください。） 

・電子媒体をメールにて送付 
電子媒体で提出する際は、各申請につき、以下の二つのファイルを提出してくださ

い。 
 全てのファイルを順に合わせた一つの PDF ファイル※ 
 別紙様式５・６の Excel ファイル（各一つずつ） 
 別紙様式７の Word ファイル 

 
※ 紙媒体のものをスキャナ等で読み込んでの変換はせず、Word・Excel のデータから

直接 PDF 形式に変換してください。 

※ PDF ファイルには、文部科学省のホームページからダウンロードする様式のほか、

下記資料を含めてください。 

 ・別紙様式４に添付する教育課程表 

 ・別紙様式４に任意で添付する資料のうち、様式本体の内容に関わるもの 

  下記資料は、PDF ファイルには含める必要はありません。 
 ・別紙様式４に添付する学校のパンフレット 
 ・別紙様式４に任意で添付する資料のうち、様式本体の内容に関わらないもの 
 ・別紙様式５の根拠書類 
 

＜電子メールの件名について＞ 

  提出する際の電子メールの件名については、「【マイスター申請】申請事業計画書

等：都道府県・指定都市名（公立・私立）、国立大学法人名」（「」は除く。）とする

こと。 
（例）○○県教育委員会の場合「【マイスター申請】申請事業計画書：○○県（公立）」 

○○県私学文書課の場合「【マイスター申請】申請事業計画書：○○県（私立）」 
○○大学（国立大学法人）の場合 
「【マイスター申請】申請事業計画書：○○大学」 

 
＜電子ファイルの件名について＞ 
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    また、申請事業計画書等を電子媒体で提出する際の各ファイル名については、以下

のようにすること。都道府県番号は、別紙様式１のシート「都道府県番号」を参考に各

自記入すること。 
  （例） 

全体を一つにした PDF ファイル 
…都道府県番号★、○県立△高校の場合「★○県△.全体」 

     都道府県番号★、学校法人○、△高校の場合「★○.△.全体」 
     都道府県番号★、国立大学法人○大学、△高校の場合「★○大学.△.全体」 
    別紙様式５～７の Excel ファイル 
      …都道府県番号★、○県立△高校の別紙様式●の場合「★○県△. 別紙様式●」 
     都道府県番号★、学校法人○、△高校の別紙様式●の場合「★○.△. 別紙様式●」 
     都道府県番号★、国立大学法人○大学、△高校の別紙様式●の場合「★○大学.△. 

別紙様式●」 
 
（５）留意事項 

 ① 申請書類の作成・郵送費用については、指定結果に関わらず申請者の負担とします。

また、提出された申請書類については返却しません。 
 ② 事故等による申請書類やメールの不達については、文部科学省は一切責任を負いませ

ん。 
③ 提出された申請書類については、本公募要領に従っていない場合や不備がある場合で

も、差し替えや訂正は認めません。 
 ④ 申請書類に、審査における判断の根本に関わるような重大な誤りや虚偽の記載、記載

漏れ等があった場合、審査対象とされないこともあります。 
 ⑤ 提出された申請書類は、申請者の利益の維持、「行政機関の保有する個人情報の保護

に関する法律」その他の観点から、企画評価会議において審査等の資料として使用しま

すが、その他の目的には使用せず、内容に関する秘密は厳守されます。詳しくは、文部

科学省「個人情報保護」WEB サイト（https://www.mext.go.jp/b_menu/koukai/kojin.htm）

を御覧ください。 
⑥ 公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等につい

ては回答できません。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の

公募情報に開示いたします。 

６．その他 

（１）事業の申請者の留意事項 

   指定がなされ、初等中等教育振興事業委託費の交付を受けた場合、事業の申請者は以

下のことに留意してください。 
① 経理事務等 

本事業の経理等事務を適切に行うため、「マイスター・ハイスクール事業委託要項」に

基づき、管理機関のうち代表となる者が計画的に経費の管理を行うこと。その際、本事

業の経理については、他の経理と明確に区分し、その収入及び支出の内容を記載した帳

簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類

を当該取組が完了した年度の翌年度から５年間保存すること。 
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② その他法令等、国の定めるところにより、必要な責任を負うこととなります。 
 
（２）事業の評価等（実施要項１１.（５）、１３.関係） 

   文部科学省は企画評価会議と協力して、事業終了後に委託期間全体の実績に関する事

後評価を実施します。また、毎年度の完了報告書における内容は、次年度以降の委託費

の配分に勘案するとともに、事業目標の達成が困難又は不可能と判断された場合は、事

業の中止も含めた計画の見直しを行うことがあります。 

   また、事後評価等については、企画評価会議で定める評価方法、基準等に基づいて行

われます。 
 
（３）公表等 

   文部科学省においては、指定した事業及びその内容を公表する予定です。申請事業計

画書等に基づき広報資料の作成等を行うことを予定しておりますので、事業の申請者は

御協力ください。 
また、推進校に指定された学校においては、指定後３年間、申請事業計画書、毎年度の

取組状況・成果等を各学校の WEB サイトで公表することとします。他の学校や生徒を

含め、広く情報提供して積極的な情報発信に努めてください。 
 

７．問合せ先 

  〒100-8959 東京都千代田区霞が関３－２－２ 
  文部科学省初等中等教育局参事官（高等学校担当）付 高校改革事業担当 
  電話：03-5253-4111（内線 2904、2384） 
  FAX ：03-6734-3727 

 

８．今後のスケジュール 

  下記は、現時点でのスケジュールですが、申請件数によっては、審査期間の延長により

予定が後ろ倒しになる可能性があります。 
 
   令和３年１月１４日 公募開始 
       ２月 ３日  審査要項公表 
       ２月２４日 申請希望調書の提出締切り【別紙様式１－１、１－２】 

３月 ８日 申請事業計画書等の提出締切り【別紙様式２～８等】 
３月中旬～下旬  書面審査、企画評価会議による合議審査 
４月    審査結果の通知及び内定 
５月    指定 

※予算成立の時期により契約時期が変更となります。 
 

※契約書締結後に生じた経費のみが委託経費の対象となるので、申請事業計画書等

の作成に当たっては、事業開始日に柔軟性を持たせた上で作成する必要があるこ

とに十分留意してください。なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも
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十分周知してください。 


